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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座部と、
　可動式背もたれと、
　前記座部の第１の縁部から該第１の縁部と反対側の前記座部の第２の縁部へと前記背も
たれを移動させうるように形成された第１のガイド機構とを具備し、
　前記背もたれは、前記座部の前記第１の縁部と前記座部の反対側の前記第２の縁部との
間を移動しうるように形成された可動基部と、該可動基部に軸回転可能に取り付けられた
支持体とを備える可動組立体により前記座部に取り付けられ、
　前記可動基部は鐙の形状であり、その鐙の基部は、前記座部の第１の側縁部から前記座
部の第２の側縁部へと延びており、鐙の各アームは、前記第１の側縁部とほぼ平行に延び
ていて、前記座部の下にある自由端が曲げられている、乗り物用座席。
【請求項２】
　前記第１のガイド機構は、前記座部に対して前記可動基部を移動させうるように形成さ
れ、さらに、前記可動基部に対して前記支持体を回転させうるように第２のガイド機構が
形成されている、請求項１に記載の座席。
【請求項３】
　前記第１のガイド機構は、前記背もたれの縦方向への並進移動方向と平行になるように
前記座部に設けられた溝を具備し、該溝に、適合した形状になった前記可動基部の一部が
侵入する、請求項２に記載の座席。
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【請求項４】
　前記第２のガイド機構は、前記座部の前記第１の縁部と前記座部の反対側の前記第２の
縁部とから等距離にある前記座部の中心位置にて前記背もたれを回転させうるように形成
される、請求項２に記載の座席。
【請求項５】
　前記可動基部が前記座部の両側に、その可動基部を移動させることのできる取っ手を具
備する、請求項１に記載の座席。
【請求項６】
　前記第1のガイド機構は、前記座部のそれぞれの側にレバーを具備し、該各レバーのそ
れぞれの端部がガイド・レールの中をガイドされ、前記可動基部が前記レバーに接続され
ている、請求項１に記載の座席。
【請求項７】
　請求項１に記載の少なくとも1つの座席を具備する、座席群。
【請求項８】
　請求項１に記載の少なくとも1つの座席を具備する、乗客輸送用の乗り物。
【請求項９】
　前記乗り物は航空機である、請求項８に記載の乗り物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乗り物の内部空間を変更する方法と、その方法を実現するための座席に関す
る。
【０００２】
　本発明は特に公共交通機関の乗り物（飛行機、列車、バスなど）を対象としているが、
例えばワンボックス・タイプの自動車にも応用できる。
【背景技術】
【０００３】
　公共交通機関の乗り物では、座席は、所定の配置にされるとあとはその状態のままであ
ることが最も多い。座席には、場合によっては“自由度”があるため、例えば背もたれを
傾けることができたり、ときには座席を簡易ベッドに変換したりすることさえできる。し
かし公共交通機関の乗り物では、座席の向きは一般に固定されている。定期路線の飛行機
では、すべての座席が前方を向いていることが最も多い。そのため乗客は、飛行機の移動
方向を向いて旅をする。列車では、向かい合わせに配置された座席が存在している。すな
わち、列車の進行方向を向いて旅をできる座席群と、列車の進行方向とは逆を向いて旅を
できる座席群が存在している。
【０００４】
　乗り物によっては、ガイド・レールに取り付けられた軸回転可能な座席が存在している
ため、乗り物の内部空間を変更できる。例えばこのような座席は、ワンボックス・タイプ
のある種の自動車に見られる。このタイプの座席は、私的に利用する航空機または列車の
特別に改造された客室にも存在している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　乗り物の内部空間を変更できるようにする公知の解決法の欠点は、変更可能な座席の周
囲に、特に座席を軸回転させることのできるスペースを設けねばならないことである。し
たがって空間がかなり無駄になる。これは、公共交通機関において重要な経済性の制約と
は相容れない。実際、収益性という明らかな問題があるため、所定の空間の中で常に乗客
をできるだけ多く運ぼうとしている。
【０００６】
　そこで本発明は、乗り物の内部空間を、座席数に関してはこの空間の収容力を変えるこ
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となく、変更できるようにすることを目的とする。この空間の構成は、迅速に変えられる
ことが好ましい。航空機の場合には、提案する解決法によって荷重が顕著に増えないこと
も好ましかろう。
【０００７】
　この目的を実現するため、本発明では、それぞれが座部と背もたれを有する複数の座席
を備えた乗り物の内部空間を変更する方法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、この方法は、少なくとも1つの座席に関し、その座席の背もたれを、
背もたれの下縁部が座部の第1の横方向縁部と向かい合っている第1の位置から、背もたれ
の下縁部が第1の横方向縁部とは反対側の横方向縁部と向かい合っている第2の位置へと移
動させることからなる。
【０００９】
　このようにすると、座席の向きを変えることができる。座席の背もたれが第1の位置に
あるとき、この座席に座っている乗客は、例えば乗っている乗り物の進行方向を向いて旅
をする。常に同じ座席にいて移動する乗客は、背もたれを移動させることにより、今度は
乗り物の進行方向とは逆を向いて旅をする。したがって要求に応じて座席を向かい合った
状態にすることで、このように乗り物の内部空間を変えることができる。本発明のように
すると、乗り物の中で座席の方向を変えるために座席を軸回転させたり分解したりする必
要がなくなる。背もたれを単に移動させるだけでよい。この移動は、隣の座席に対応する
空間にはみ出すことなく、非常にうまく行なうことができる。
【００１０】
　上に説明した背もたれの移動は、軸のまわりの約180°の回転と組み合わせることが望
ましい。すると、背もたれの位置に関係なく、背もたれの常に同じ面が、乗客の背中を支
えるのに役立つ。したがって背もたれの1つの面にテーブル板を存在させることができる
。背もたれの他方の面は、これまで通り、乗客の体形に合った背もたれにすることができ
る。
【００１１】
　回転軸は、例えば、座部に対してほぼ垂直な軸である。しかしこの座部と平行な軸を考
えることもできる。
【００１２】
　背もたれを使用位置に保持するため、背もたれが座部の1つの縁部に沿って存在してい
るときに座部に対して背もたれをロックする手段を備えることが望ましい。
【００１３】
　本発明では、座部と可動背もたれを備える乗り物用座席も提案する。本発明によれば、
この座席は、背もたれを座部の一方の縁部からその座部の反対側の縁部へと移動させるた
めのガイド手段を備えている。このガイド手段を第1のガイド手段と呼ぶ。このような座
席により、上記の方法を実現することができる。
【００１４】
　好ましい一実施形態では、このような座席は、背もたれが約180°回転するのをガイド
する第2のガイド手段も備えていることが好ましい。すでに指摘したように、このように
すると背もたれの常に同じ面が乗客の背中を支えるのに役立つ。すると反対の面にはアク
セサリー（例えばテーブル板）を取り付けることができる。この実施形態では、回転のガ
イド手段は、背もたれの対称軸にほぼ対応する回転軸を備えている。この回転軸は、例え
ば座席の座部に対してほぼ垂直である。
【００１５】
　上記のような座席の一実施形態では、背もたれは、座部の一方の縁部とそれとは反対側
の縁部に挟まれた可動基部と、その基部に軸回転可能に取り付けられた支持体とを備える
可動部を介して座部に取り付けることが想定されている。この実施形態では、第1のガイ
ド手段が、例えば座部に対して基部をガイドし、第2のガイド手段が、例えば基部に対す
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る支持体の回転をガイドする。ここでは、第1のガイド手段は、背もたれの移動方向と平
行な溝を座席の座部に備え、その溝に、適合した形状になった基部の一部を侵入させるこ
とができる。
【００１６】
　座席が可動基部と支持体を備えている場合、可動基部は、例えば鐙の形状である。この
鐙の基部は座部の一方の側縁部から他方の側縁部へと延びており、この鐙の各アームは、
一方の側縁とほぼ平行に延びていて、座部の下にある自由端が曲げられている。
【００１７】
　可動基部を移動できるようにするため、この可動基部は、例えば座部の両側にその座部
を移動させる取っ手を備えている。別の一実施形態では、可動基部を移動させるため、第
1のガイド手段は、座部のそれぞれの側にレバーを備えている。それぞれのレバーは、そ
れぞれの端部がガイド・レールの中でガイドされる。可動基部は、レバーに接続されてい
る。
【００１８】
　本発明は、上記のような座席を少なくとも1つ備えることを特徴とする座席群にも関す
る。
【００１９】
　本発明は、このような座席を少なくとも1つ備える乗客輸送用の乗り物にも関する。こ
の乗り物としては、特に航空機が可能である。
【００２０】
　本発明の詳細と利点は、添付の概略図を参照した以下の説明からより明確になろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　添付の図面には、航空機で通常見られる座席を示してある。しかし本発明は、あらゆる
タイプの乗り物に応用することができるため、例えば列車やバスにも関する。
【００２２】
　一般に、図示した座席は、シャーシ2と、座部4と、ヘッド・レスト8が上に載った背も
たれ6と、2つの肘掛け10とを備えている。
【００２３】
　シャーシ2により、座席を床12に固定することができる。航空機では、この床は、一般
に、航空機の構造体に固定されて一体化した縦方向の複数のレールを備えており、各レー
ルに沿って、所定のピッチで分布した取り付け箇所が存在している。
【００２４】
　図面に示した実施形態では、座部4は、シャーシ2に対して固定された座部である。この
座部は、縦方向の2つの縁部14と、横方向の2つの縁部16を備えている。
【００２５】
　ここでの説明では、方向は、座席に座っている乗客を基準にして決める。したがって縦
方向縁部14は、座席に座っている乗客の左右にある縁部に対応し、横方向縁部16は、縦方
向の2つの縁部14をつなぐ縁部である。
【００２６】
　座部4は一般にほぼ水平な平面内にあるのに対し、背もたれ6のほうは、一般にほぼ鉛直
である。背もたれの形状は人間の体形に合わせてあるため、わずかに湾曲している。この
背もたれは、一般に長方形である。したがって背もたれは、下縁部18と、上縁部20と、2
つの鉛直側部22を有する。使用位置では、背もたれ6の下縁部18は、座部4の横方向縁部16
と、多少離れた位置で向かい合っている。したがって座部4と背もたれ6は、ほぼ二面体を
形成する。
【００２７】
　一般に、ヘッド・レスト8は、背もたれ6の上縁部20の位置に固定されるのに対し、それ
ぞれの肘掛け10は、背もたれ6の鉛直側部22に固定される。
【００２８】
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　本発明のオリジナルな点として、本発明による座席の背もたれ6は、座席の一方の横方
向縁部16の位置、または反対側の横方向縁部16の位置を取ることができる。図1から図4は
、背もたれ6を一方から他方の横方向縁部16に移動させることを可能にするさまざまなス
テップを示している。図5aから図5hは、この同じ移動を背もたれの上方から見た図である
。図5は、図1から図4と同じ座席を表わしているものとする。
【００２９】
　図5aに示した座席は、通常の使用位置にある。背もたれ6は、座部4の一方の横方向縁部
16の正面にあり、肘掛け10は下げられてほぼ水平な状態になっている。まず最初に肘掛け
10を持ち上げる。この操作を図1に示してあり、肘掛け10の1つの位置を実線で示し、別の
2つの位置を一点鎖線で示してある。肘掛け10を持ち上げた状態は、図1と図5bに対応する
。図5bでは、背もたれ6が一点鎖線で示した中央位置に移動することを矢印24で示してあ
る。
【００３０】
　背もたれ6は、一旦この中央位置に到達すると（図2と図5c）、矢印26で示したように軸
回転を始める。図5dから図5fには、背もたれ6が軸回転している途中の中間状態が示して
ある。最終的に背もたれ6は中央鉛直軸線28のまわりを180°回転する。この回転が終わる
と、背もたれは図3に示した状態になる。そこで背もたれ6を、図5gの矢印30で示したよう
に、座席の第2の横方向縁部16に向かって押す。次に、肘掛け10を、図4と図5hに示したよ
うに、ほぼ鉛直な位置からほぼ水平な位置まで下げる。すると同じ座席が異なった向きに
なることがわかる。したがって図5aの座席に座って航空機の進行方向を向いて旅をしてい
る乗客は、図5hに示した状態の同じ座席に座っている場合には、逆方向を向いて旅をする
ことになる。
【００３１】
　図1から図5に示したように、そして上に説明したように、背もたれ6が移動することに
より、航空機の客室の構成、または乗客を収容するあらゆるコンパートメントをうまくモ
ジュール化することができる。乗客を収容するこのようなスペースでは、要求に応じてこ
のように向かい合った座席を作り出すことができる。したがって2人で一緒に旅行すると
き、彼らは向かい合って旅行すること、または隣り合わせに座って旅行することを選択で
きる。一緒に旅行する4人が4つの座席を向かい合わせにすることも容易である。あらゆる
組み合わせが考えられる。例えば一列ごとに座席の方向を変えることが考えられる。組み
合わせの数は数多くある。座席数がnだと、2n通りの可能な組み合わせがあることがただ
ちにわかる。
【００３２】
　この強力なモジュール化は、座席を隣り合わせにしたままで実現される。隣り合った2
つの座席が軸回転できるようにするために両者の間にスペースを設ける必要はない。した
がって提案している解決法は、スペースの点で経済的である。所定の空間において、非常
にモジュール性のある多数の座席を実際に設けることができる。
【００３３】
　従来の航空機では、所定の容積内で収容する乗客数を同じにしてモジュール化するには
、各座席を個別に分解し、回転させた後、客室の床に再び固定する必要があった。このよ
うな作業は極めて例外的だろうが、非常に時間がかかる。本発明の解決法に関しては、例
えば航空機で一緒に旅行するビジネス・クラスの乗客に特別な座席配置の選択を提案する
場合を想定することができる。便ごとに、要求に合わせて客室の内部空間をモジュール化
することができる。
【００３４】
　図6から図9には、図1から図5を参照して説明したようにして座席上で背もたれを移動さ
せることのできる技術的手段を示してある。
【００３５】
　図6には、図1から図5に示してあるようにして背もたれを移動させることのできる装置
の好ましい一実施形態を示してある。この図6には、シャーシ2と、座部4と、背もたれ6の
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一部と、2つの肘掛け10を再び見ることができる。背もたれ6は、可動基部32と支持体34を
備える可動組立体を介して座部4に接続されている。
【００３６】
　可動基部32は、例えば、座部4に対して横方向に配置されていて端部が折り曲げられた
金属スリップの形態である。したがってこの可動基部32は、正面から見ると（図6を参照
）鐙の形をしている。この鐙の基部は座部4の上面（すなわち乗客が座ることになる面）
に支持される。アーム36は下方に向かって曲がっており、座部4の縦方向縁部14と平行に
延びている。アーム36の自由端は座部4の下で曲げられていて、それぞれガイド用曲折部3
8となっている。それぞれのガイド用曲折部38は、座部4の下面に設けられた縦方向の溝40
に収容されている。したがってガイド用曲折部38は溝40と協働し、可動基部32が座部4に
対して縦方向に並進移動するのをガイドする。
【００３７】
　支持体34は、可動基部32に軸回転可能に取り付けられる。そのため可動基部32は、中央
部に、背もたれ6に向かって突起した固定軸（軸頸）42を備えている。支持体34はUの形状
である。その基部44は、可動基部32を形成する鐙の基部の上に載っている。基部44は、中
央に固定軸42と協働する穴部46を有する。
【００３８】
　背もたれ6は、支持体34の両アーム48に挟まれて固定される。したがって背もたれ6の鉛
直側部22は、支持体34のアーム48の内面に支持される。アーム48は、例えば肘掛け10を保
持する。
【００３９】
　図7と図8には、座部4に対して可動基部32をロックするとともに、可動基部32に対して
支持体34と背もたれ6をロックすることのできるロック手段が示してある。
【００４０】
　図8には、可動基部32を座部4に対して固定するためのロック部材50が示してある。この
ロック部材50は、ほぼ円筒形である。ロック部材は、座部4の下方で可動基部32に取り付
けられている。その様子を図7に見ることができる。このロック部材50は、可動基部32に
設けた貫通穴52の中を滑動できるように取り付けられている。ロック部材50の座部4側の
端部は、専用の収容部54に嵌まり込む。ロック部材50は、収容部54の側に環状突起部56を
有する。この環状突起部は、ロック部材50の端部の移動範囲が座部4の収容部54の内部に
制限されるようにするためのストッパーとして機能する。この環状突起部は、ストッパー
として機能するのとは反対側の面が、バネ58の支持部としても機能する。バネは、可動基
部32にも支持される。図8からわかるように、バネ58の端部を受け止められるよう、可動
基部32に肩部が設けられていることが望ましい。このようになっているため、バネ58は、
ロック位置でロック部材50にプレストレスを与える。可動基部32のロックをはずすには、
バネ58に及ぼされているプレストレスに逆らってロック部材50を引っ張るだけでよい。操
作リング60がそのために設けてある。
【００４１】
　支持体34への可動基部32のロックは、ほぼ同様にして実現される。円筒形のロック部材
62が、支持体34の貫通穴64の中を滑動できるように取り付けられている。このロック部材
62は、可動基部32に設けられていてロック部材62の一端を収容する穴と協働する。バネ66
が、ロック状態のロック部材62にプレストレスを与える。バネ66は、ロック部材62の端部
のうちで可動基部32と協働する端部とは反対側の端部に支持されるとともに、支持体34に
設けた支持面にも支持される。図示した支持体34（図6と図7）は、各アーム48の基部に、
支持体34によって形成されるU字形の内側を向いた凹面を備えている。可動基部32の上に
ある支持体34のロック・システムは、この凹面の内部に配置されている。このロック部材
62のロックをはずすには、バネ66に逆らって力を及ぼすだけでよい。ロック部材62に作用
を及ぼしやすくするため、肩部68が設けてある。図示したように、ロック部材62の移動範
囲をロックする方向だけに制限するため、支持体34に支持される環状突起部70を貫通穴64
の周囲に設けることができる。
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【００４２】
　単一のロック部材50、または単一のロック部材62にすることができる。しかしよりよく
ロックするためには、対称な位置に第2のロック部材50および／またはロック部材62を用
意することが好ましい。座部4は、それぞれのロック部材50ごとに、対応するロック部材5
0の端部を収容するための収容部54を2つ備えている。それぞれの収容部54は、横方向縁部
16の近くに存在する。
【００４３】
　ロック部材62に関しては、もし1つだけだと、背もたれ6と支持体34を異なった2つの位
置に固定できるよう、可動基部32に穴を2つ設ける必要がある。逆に、ロック部材62が2つ
対称な位置に設けてある場合には、可動基部32に対する支持体34の軸回転は180°である
ため、ロック部材62の端部を収容するのに可動基部32に必要な穴は2つだけであろう。
【００４４】
　座部4に対する可動基部32のロックをはずした後に備え、この可動基部32を座部4に対し
て移動させる取っ手を設けることができる。取っ手は、アーム36が上記の鐙の形状をして
いる場合には、可動基部32のそのアーム36で形成することができる。可動基部32の移動を
容易にするため、アーム36は、座部4の縦方向縁部14からわずかに離すことが望ましい。
【００４５】
　図9には、本発明による座席の別の実施形態が示してある。同じ座席構造と、座部4に対
して背もたれ6を移動させる同様の手段が見られる。その手段とは、座部4の横方向縁部16
と反対側の横方向縁部16に挟まれた可動基部32に加え、その可動基部32に軸回転可能に取
り付けられた背もたれ6を載せた支持体34である。座部4に対する可動基部32のガイドと、
この座部に対するこの可動基部のロックには、いろいろな実施形態がある。
【００４６】
　この実施形態では、レバー72によってシャーシ2が可動基部32と座部4に接続されている
。各レバー72は、下端部が、例えばシャーシ2の側面に設けたガイド用の溝74の中を移動
する。この溝74は、シャーシ2に後から取り付けることもできる。
【００４７】
　各レバー72の上端のほうは、座部4の縦方向縁部14に設けられた溝76の中を移動する。
例えば各レバー72の上端の位置に、可動基部32の対応するアーム36を横断していて溝76に
嵌まる軸78を取り付けることができる。このようにすると、レバー72を操作したとき、可
動基部32は、ガイドされた状態で溝76に対して移動する。
【００４８】
　この実施形態では、ロックを実現するため、溝76の各端部に下を向きの凹部を設ける。
レバー72が溝76の一端の奥にぶつかると、軸78の端部を専用の凹部の中に入れるだけで、
その位置にレバー72がロックされ、したがって可動基部32もロックされる。
【００４９】
　座席に関するこれら2つの変形例により、乗客を収容する乗り物の内部空間を上記のよ
うにモジュール化することができる。“従来的な”座席と比べると、本発明による座席に
するための追加コストは限られている。しかも座席の重量はほぼ同じである。この事実か
ら、本発明によるこのような座席は、航空機にも存在場所を見いだすことができる。
【００５０】
　本発明が実施形態として上に説明した実施形態に限定されることはない。本発明は、添
付の請求項の範囲内で当業者が実現できる別の実施形態にも関する。
【００５１】
　座部に対して背もたれを移動できるようにするのに例えば他のメカニズムも考えること
ができよう。座部のそれぞれの側に2つのガイド・レールを設けたり、ガイド・レールを
中央に1つ設けたりすることができよう。背もたれが軸を中心として180°回転することの
ほうは、場合によってはオプションである。実際、例えば“両凹”式背もたれの形態にな
った可逆式背もたれが考えられる。
【００５２】
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　説明した実施形態では、背もたれが座部の平面に対してほぼ垂直な軸のまわりを回転す
る。背もたれをほぼ水平な（したがって座部にほぼ平行な）軸のまわりに回転させること
も考えられる。その場合には例えば中央の水平軸を選択する。こうすると、背もたれを傾
斜させることもできる。このようにして、背もたれを軸のまわりに数度回転させたり、約
180°回転させたりすることができる。背もたれが軸を中心として回転する場合、この回
転は、上記のように背もたれが座部のほぼ中心に位置するときに実現できる。座部に対し
て背もたれが他のどのような位置にあるときも、この回転を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の座席が4つの異なった状態にあるときの側面図である。
【図２】本発明の座席が4つの異なった状態にあるときの側面図である。
【図３】本発明の座席が4つの異なった状態にあるときの側面図である。
【図４】本発明の座席が4つの異なった状態にあるときの側面図である。
【図５ａ】図1から図4の座席が8つの異なった状態にあるときの上面図である。
【図５ｂ】図1から図4の座席が8つの異なった状態にあるときの上面図である。
【図５ｃ】図1から図4の座席が8つの異なった状態にあるときの上面図である。
【図５ｄ】図1から図4の座席が8つの異なった状態にあるときの上面図である。
【図５ｅ】図1から図4の座席が8つの異なった状態にあるときの上面図である。
【図５ｆ】図1から図4の座席が8つの異なった状態にあるときの上面図である。
【図５ｇ】図1から図4の座席が8つの異なった状態にあるときの上面図である。
【図５ｈ】図1から図4の座席が8つの異なった状態にあるときの上面図である。
【図６】本発明による座席の背もたれを移動させるメカニズムの第1の実施形態を拡大し
て示した正面図である。
【図７】図6に一部を示したタイプの座席用ロック手段を詳細に示した図である。
【図８】図7に示したロック部材の詳細図である。
【図９】本発明による座席の第2の実施形態を側面から見た図である。
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